
高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
6
2
0
号

　
平
成

2
6
年

2
月
2
8
日
（
金
曜
日
）
　

1

発　　　　行
高　　知　　県
高 知 市 丸 ノ 内
一丁目 2番 20 号
発　行　日
毎 週 2 回

（火曜日・金曜日）

1

　　　　　　目　　次

告　示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ

　○救急病院の認定　　　　　　　　　　（医療政策・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師確保課）　　 1

　○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑

　　な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

　　支援に関する法律による医療機関の指

　　定　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉指導課）　　 1

　○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑

　　な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

　　支援に関する法律による指定医療機関

　　の事業の廃止の届出　　　　　　　　（　　〃　　）　　 1

　○特定計量器の定期検査の実施（ 7件）（商工政策課）　　 1

　○家畜防疫員の検査を受けるべき旨の命

　　令　　　　　　　　　　　　　　　　（畜産振興課）　　 4

　○道路の区域変更（ 3件）　　　　　　（道　路　課）　　 5

　○道路の供用開始（ 3件）　　　　　　（　　〃　　）　　 5

　○都市計画事業の事業計画の変更の認可（公園下水道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課）　　　　　　 6

公　告

　○土地改良区の役員の退任　　　　　　（農業基盤課）　　 6

　○平成26年二級建築士試験の実施　　　（建築指導課）　　 6

　○平成26年木造建築士試験の実施　　　（　　〃　　）　　 7

告 示

高知県告示第105号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第 8号）第 1条第

1項の規定により、救急病院として次のとおり認定した。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　　所　　在　　地　　認定年月日　認定の有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限

南国厚生病院　南国市立田1180番地　平26・ 2 ・　平29・ 1・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　　31

高知県告示第106号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてその例によるもの

とされた生活保護法第49条の規定による医療機関として、次のと

おり指定した。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　指定年月日

あおぞら薬局　宿毛市平田町戸内1898番地 1  　 平25・12・23

ゆ り 薬 局　安芸市庄ノ芝町 9番36号　　　  平26　 1　 1

東 山 薬 局　安芸郡奈半利町乙1281番地 2　　〃　　〃　〃

東山薬局西店  安芸郡奈半利町乙1627番地 1　　〃　　〃　〃

の ぞ み 薬 局　吾川郡いの町新町88番地 1　　　〃　　〃　〃

高知県告示第107号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてその例による

ものとされた生活保護法第50条の 2の規定により、指定医療機関

の事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　廃止年月日

四万十市立中医　四万十市中村東町一丁目 1番27　平25・12・10

学研究所附属診　号

療所

あおぞら薬局  宿毛市平田町戸内1793番地 1　　〃　　〃　23

ゆ り 薬 局　安芸市庄ノ芝町 9番36号　　　  〃　　〃　31

東 山 薬 局　安芸郡奈半利町乙1281番地　　　〃　　〃　〃

東山薬局西店  安芸郡奈半利町乙1627番地 1　　〃　　〃　〃

の ぞ み 薬 局　吾川郡いの町新町88番地 1　　　〃　　〃　〃

高知県告示第108号

　計量法（平成 4年法律第51号）第19条第 1項の規定により、特

定計量器の定期検査を次のとおり行う。

　　平成26年 2 月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類  非自動はかり、分銅及びおもり並びに皮

革面積計

検査

対象

区域

安芸

市

〃

〃

〃

〃

〃

〃

芸西

村

安芸

市及

び芸

西村

検査の年月日

平成26年 4月

14日

〃

〃

平成26年 4月

15日

〃

平成26年 4月

16日

平成26年 4月

17日

平成26年 4月

18日

平成26年 4月

21日から同年

12月19日まで

（日曜日及び

土曜日並びに

休 日 を 除

く。）

受付時間

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

2時まで

午後 2時30分から

午後 3時まで

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

2時まで

午前10時30分から

午前11時30分まで

午前10時30分から

正午まで及び午後

1時から午後 3時

まで

午前11時から正午

まで及び午後 1時

から午後 2時30分

まで

午前 9時から正午

まで及び午後 1時

から午後 4時まで

検査の場所

土佐あき農業協同

組合東支所

安芸市立東川公民

館

安芸市立奈比賀公

民館

安芸市立赤野公民

館

安芸市立伊尾木公

民館

安芸市立井ノ口公

民館

安芸市健康ふれあ

いセンター元気館

芸西村民会館

高知県計量検定所

2　特定計量器の所在場所で行う定期検査

( 1 )　検査の区域

安芸市及び芸西村

( 2 )　検査の年月日

平成26年 4月21日から同年12月19日まで（日曜日及び土曜

日並びに休日を除く。）

高知県告示第109号

　計量法（平成 4年法律第51号）第19条第 1項の規定により、特

定計量器の定期検査を次のとおり行う。

　　平成26年 2 月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類  非自動はかり、分銅及びおもり並びに皮
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2 　特定計量器の所在場所で行う定期検査

( 1 )　検査の区域

室戸市及び東洋町

( 2 )　検査の年月日

平成26年 4月28日から同年12月19日まで（日曜日及び土曜

日並びに休日を除く。）

高知県告示第110号

　計量法（平成 4年法律第51号）第19条第 1項の規定により、特

定計量器の定期検査を次のとおり行う。

　　平成26年 2 月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類  非自動はかり、分銅及びおもり並びに皮

革面積計

革面積計

2　特定計量器の所在場所で行う定期検査

( 1 )　検査の区域

奈半利町、田野町、安田町、北川村及び馬路村

( 2 )　検査の年月日

平成26年 5月16日から同年12月19日まで（日曜日及び土曜

日並びに休日を除く。）

高知県告示第111号

　計量法（平成 4年法律第51号）第19条第 1項の規定により、特

定計量器の定期検査を次のとおり行う。

　　平成26年 2 月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類  非自動はかり、分銅及びおもり並びに皮

革面積計

検査

対象

区域

東洋

町

〃

室戸

市

〃

〃

〃

〃

〃

室戸

市及

び東

洋町

検査

対象

区域

奈半

利町

北川

村

馬路

村

〃

安田

町

田野

町

奈半

利

町、

田野

町、

安田

町、

北川

村及

び馬

路村

検査

対象

区域

南国

市

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

検査の年月日

平成26年 4月

21日

平成26年 4月

22日

〃

平成26年 4月

23日

〃

平成26年 4月

24日

平成26年 4月

25日

〃

平成26年 4月

28日から同年

12月19日まで

（日曜日及び

土曜日並びに

休 日 を 除

く。）

検査の年月日

平成26年 5月

12日

平成26年 5月

13日

〃

平成26年 5月

14日

〃

平成26年 5月

15日

平成26年 5月

16日から同年

12月19日まで

（日曜日及び

土曜日並びに

休 日 を 除

く。）

検査の年月日

平成26年 5月

19日

〃

平成26年 5月

20日

〃

平成26年 5月

21日

〃

平成26年 5月

22日

〃

〃

受付時間

午後 1時30分から

午後 3時30分まで

午前 9時30分から

午前11時30分まで

午後 1時30分から

午後 3時30分まで

午前 9時30分から

午前11時30分まで

午後 1時30分から

午後 4時まで

午前 9時30分から

正午まで及び午後

1時から午後 3時

まで

午前 9時から午前

10時まで

午前11時から正午

まで

午前 9時から正午

まで及び午後 1時

から午後 4時まで

受付時間

午前11時から正午

まで及び午後 1時

から午後 2時30分

まで

午前11時から正午

まで

午後 2時30分から

午後 3時30分まで

午前 9時30分から

午前11時まで

午後 1時から午後

3時まで

午後 1時から午後

3時まで

午前 9時から正午

まで及び午後 1時

から午後 4時まで

受付時間

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

2時30分まで

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時30分から

午後 2時30分まで

午前10時から午前

11時30分まで

午後 1時30分から

午後 2時30分まで

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

1時30分

午後 2時30分から

検査の場所

ふれあい館なごみ

野根地区公民館

室戸市佐喜浜生活

改善センター

旧高知県室戸保健

所

高知県漁業協同組

合椎名支所

室戸市保健福祉セ

ンター

室戸市立吉良川公

民館

室戸市立羽根公民

館

高知県計量検定所

検査の場所

奈半利町役場

北川村役場

馬路村役場魚梁瀬

支所

馬路村役場

安田町役場

田野町役場

高知県計量検定所

検査の場所

浜改田公民館

ＪＡ南国市日章支

所

十市農業協同組合

稲生ふれあい館

長岡農業協同組合

岡豊ふれあい館

ＪＡ南国市久礼田

支所出荷場

奈路班消防屯所

ＪＡ南国市旧上倉
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2 　特定計量器の所在場所で行う定期検査

( 1 )　検査の区域

南国市

( 2 )　検査の年月日

平成26年 5月26日から同年12月19日まで（日曜日及び土曜

日並びに休日を除く。）

高知県告示第112号

　計量法（平成 4年法律第51号）第19条第 1項の規定により、特

定計量器の定期検査を次のとおり行う。

　　平成26年 2 月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類  非自動はかり、分銅及びおもり並びに皮

革面積計

2　特定計量器の所在場所で行う定期検査

( 1 )　検査の区域

本山町、土佐町及び大川村

( 2 )　検査の年月日

平成26年 6月 5日から同年12月19日まで（日曜日及び土曜

日並びに休日を除く。）

高知県告示第113号

　計量法（平成 4年法律第51号）第19条第 1項の規定により、特

定計量器の定期検査を次のとおり行う。

　　平成26年 2 月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類  非自動はかり、分銅及びおもり並びに皮

革面積計

2　特定計量器の所在場所で行う定期検査

( 1 )　検査の区域

大豊町

( 2 )　検査の年月日

平成26年 6月12日から同年12月19日まで（日曜日及び土曜

日並びに休日を除く。）

高知県告示第114号

　計量法（平成 4年法律第51号）第19条第 1項の規定により、特

定計量器の定期検査を次のとおり行う。

　　平成26年 2 月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　指定の場所で行う定期検査

特定計量器の種類  非自動はかり、分銅及びおもり並びに皮

革面積計

〃

〃

平成26年 5月

23日

平成26年 5月

26日から同年

12月19日まで

（日曜日及び

土曜日並びに

休 日 を 除

く。）

午後 3時まで

午前10時から正午

まで及び午後 1時

から午後 3時30分

まで

午前 9時から正午

まで及び午後 1時

から午後 4時まで

支所

南国市役所北車庫

前

高知県計量検定所

検査

対象

区域

本山

町

〃

土佐

町

〃

検査

対象

区域

大豊

町

検査

対象

区域

越知

町

〃

〃

〃

大川

村

〃

本山

町、

土佐

町及

び大

川村

〃

〃

〃

〃

検査の年月日

平成26年 6月

2日

〃

平成26年 6月

3日

〃

検査の年月日

平成26年 6月

9日

検査の年月日

平成26年 6月

16日

平成26年 6月

17日

〃

平成26年 6月

4日

〃

〃

平成26年 6月

5日から同年

12月19日まで

（日曜日及び

土曜日並びに

休 日 を 除

く。）

〃

平成26年 6月

10日

平成26年 6月

11日

平成26年 6月

12日から同年

12月19日まで

（日曜日及び

土曜日並びに

休 日 を 除

く。）

受付時間

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

3時まで

午前11時から正午

まで及び午後 1時

から午後 2時まで

午後 2時30分から

受付時間

午前11時から正午

まで

受付時間

午前11時から正午

まで

午前10時30分から

正午まで及び午後

1時から午後 2時

午後 3時まで

午後 3時30分から

午後 4時まで

午前 9時から午前

11時30分まで

午後 1時から午後

2時30分まで

午後 3時30分から

午後 4時まで

午前 9時から正午

まで及び午後 1時

から午後 4時まで

午後 1時から午後

2時まで

午前11時から正午

まで及び午後 1時

から午後 2時まで

午前10時30分から

正午まで及び午後

1時から午後 2時

まで

午前 9時から正午

まで及び午後 1時

から午後 4時まで

検査の場所

本山町役場吉野連

絡所

本山町プラチナセ

ンター

土佐町役場

土佐町役場地蔵寺

検査の場所

土佐れいほく農業

協同組合東豊永支

所前

検査の場所

茶円堂

越知町役場

支所

土佐町役場西石原

出張所

土佐町農村環境改

善センター

大川村山村開発セ

ンター

大川村川口生活改

善センター

高知県計量検定所

東土居旧スクール

バス車庫前

土佐れいほく農業

協同組合大田口支

所集出荷場前

大豊町役場

高知県計量検定所
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2 　特定計量器の所在場所で行う定期検査

( 1 )　検査の区域

佐川町、越知町及び日高村

( 2 )　検査の年月日

平成26年 6月23日から同年12月19日まで（日曜日及び土曜

日並びに休日を除く。）

高知県告示第115号

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第 5 条第 1 項の規

定に基づき家畜の所有者に対し、その所有する家畜について監視

伝染病に関する家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるので、

同条第 2項の規定により次のとおり告示する。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　実施の目的

監視伝染病の発生を予防し、又は予察するため ( 2 )　発生の予察

佐川

町

〃

〃

〃

日高

村

〃

佐川

町、

越知

町及

び日

高村

疾病名

ヨーネ病

ブルセラ

病

結核病

伝達性海

綿状脳症

馬伝染性

貧血

腐蛆
そ

病

その他の

監視伝染

病

平成26年 6月

18日

〃

平成26年 6月

19日

〃

平成26年 6月

20日

〃

平成26年 6月

23日から同年

12月19日まで

（日曜日及び

土曜日並びに

休 日 を 除

く。）

実施

する

区域

県内

一円

30分まで

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

2時まで

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

3時まで

午前10時30分から

午前11時30分まで

午後 1時から午後

2時30分まで

午前 9時から正午

まで及び午後 1時

から午後 4時まで

実施の対象とな

る家畜又はその

死体の種類及び

範囲

1　搾乳の用に

供し、又は供

する目的で飼

育されている

雌牛

2　種付けの用

に供し、又は

供する目的で

飼育されてい

る雄牛

3　 1又は 2の

牛と同一施設

内で飼育され

ている牛

4　その他知事

が検査が必要

であると認め

る牛

1　県外から導

入される乳用

牛で、導入さ

れる牛が飼育

される場所を

管轄する家畜

保健衛生所長

が検査が必要

であると認め

る牛

2　その他知事

が検査が必要

であると認め

る牛

1　県外から導

入される乳用

牛で、導入さ

れる牛が飼育

される場所を

管轄する家畜

保健衛生所長

が検査が必要

であると認め

る牛

2　その他知事

が検査が必要

であると認め

る牛

月齢又は推定月

齢が満24月以上

で死亡した牛の

死体

1　繁殖の用に

供し、又は供

する目的で飼

育されている

雌馬

2　種付けの用

に供し、又は

供する目的で

飼育されてい

る雄馬

3　 1又は 2の

馬と同一施設

内で飼育され

ている馬

4　競馬法（昭

和23年法律第

158号）の規

定による競走

に出走させる

馬

5　その他知事

が検査が必要

であると認め

る馬

知事が検査が必

要であると認め

る蜜蜂

知事が検査が必

要であると認め

る家畜

コスモス農業協同

組合斗賀野支所

コスモス農業協同

組合佐川支所尾川

事業所

コスモス農業共同

組合佐川支所黒岩

事業所

佐川町役場

岩目地地区ふれあ

いプラザ

日高村保健センタ

ー

高知県計量検定所

実施の期日

平成26年 4

月 1日から

平成27年 3

月31日まで

の期間にお

いて、対象

となる家畜

が飼育され

ている場所

を管轄する

家畜保健衛

生所長が指

定する日

検査の方法

家畜伝染病

予防法施行

規則（昭和

26年農林省

令第35号）

別表第 1に

規定する検

査の方法

〃

〃

〃

〃

通常行う方

法

〃

2　実施の内容

( 1 )　発生の予防
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高知県告示第116号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成26年 2 月28日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　381号

3　道路の区域

その関係図面は、平成26年 2 月28日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　興津窪川

3　道路の区域

高知県告示第118号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成26年 2 月28日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　昭和中村

3　道路の区域

高知県告示第119号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

その関係図面は、平成26年 2 月28日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　321号

3　道路の区域

高知県告示第120号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

その関係図面は、平成26年 2 月28日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　昭和中村

3　道路の区域

高知県告示第121号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

その関係図面は、平成26年 2 月28日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

疾病名

アカバネ

病

チュウザ

ン病

アイノウ

イルス感

染症

イバラキ

病

牛流行熱

高病原性

鳥インフ

ルエンザ

実施

する

区域

県内

一円

実施の対象とな

る家畜の種類及

び範囲

牛、水牛、鹿、

めん羊及び山
や

羊
ぎ

牛、水牛、めん

羊及び山
や

羊
ぎ

牛、水牛及び山
や

羊
ぎ

牛及び水牛

〃

鶏、あひる、七

面鳥、うずら、

きじ、だちょう

及びほろほろ鳥

実施の期日

平成26年 4

月 1日から

平成27年 3

月31日まで

の期間にお

いて、対象

となる家畜

が飼育され

ている場所

を管轄する

家畜保健衛

生所長が指

定する日

検査の方法

通常行う方

法

〃

〃

〃

〃

〃

区 　　　 　間

区 　　　 　間

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

変更前

後の別高岡郡四万十町大正

字轟崎13番 2 から

高岡郡四万十町大正

字榎サコ1205番 3ま

で
四万十市蕨岡字大渕

山乙4292番 1から

四万十市蕨岡字大渕

山乙4292番 7まで

〜

〜

112

271

前

前

〜

〜

112

271

後

後

12.0

71.5

6.5

10.0

12.5

71.5

8.7

11.0

高知県告示第117号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　区 　 　　 間　
変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

高岡郡四万十町与津

地字茶屋ノ本1748番

から

高岡郡四万十町与津

地字小野1364番まで 後

10.0

20.4

10.0

20.4

〜

〜Ａ

Ｂ

6.0

14.0

〜

前 134

134

75

供 用 開 始 区 間

供 用 開 始 区 間

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

供用開始年月日

供用開始年月日

147

271

平成26年 2 月28

日

平成26年 3月 1

日

宿毛市駅前町二丁目306番

1から

宿毛市宿毛字樋ノ表1302番

1まで

四万十市蕨岡字大渕山乙

4292番 1から

四万十市蕨岡字大渕山乙

4292番 7まで
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高知県告示第122号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第 1 項の規定によ

り都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第 2項に

おいて準用する同法第62条第 1項の規定により次のとおり告示す

る。

　　平成26年 2 月28日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

1　施行者の名称

　　安芸市

2　都市計画事業の種類及び名称

昭和57年 1月高知県告示第 8号安芸都市計画下水道事業（安

芸市公共下水道）

3　事業施行期間

　　昭和57年 1月12日から平成32年 3月31日まで 

4　事業地

　( 1 )　収用の部分

　　　変更なし

　( 2 )　使用の部分

平成22年 4 月高知県告示第232号の事業地に安芸市西浜字

ソヲリ、字東カマワラ及び字ム子カ子並びに東浜字横ニウジ

及び字イザナミを加え、安芸市港町二丁目、花園町、西浜字

マドコロガ内及び字太田並びに東浜字ツボイダ、字東カキノ

キ、字ゴマジリ及び字上クスモト地内において事業地を変更

する。

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、須崎市上分土地改良区から次のとおり退任した役員の届出が

あった。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑  正直

役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

理事　　中山　正信　須崎市上分丙1006

建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定により、平成

26年二級建築士試験を次のとおり行う。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第15条の 6第 1項の規

定に基づき、高知県指定試験機関である公益財団法人建築技術教

育普及センターに行わせる。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　受験資格

受験資格を有する者は、平成26年 7月 5日において建築士法

第15条各号のいずれかに該当する者とする。

2　受験の申込み手続等

( 1 )　インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成16年以

降に二級建築士試験の受験申込みをした者のうち、試験の申

込みに必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をし

ている者に限り行うことができる。

ア　受験申込みの受付期間及び受付時間

(ア)　受付期間

平成26年 3月24日（月）から同月31日（月）まで

(イ)　受付時間

受付を開始する日の午前10時から受付を終了する日

の午後 4時まで

イ　受験申込みの方法

公益財団法人建築技術教育普及センターのホームペー

ジ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項

を入力して申し込むこと。

( 2 )　受験申込書による受験申込み

ア　受験申込書の配布

(ア)　郵送による配布

ａ　配布請求の方法

(ａ)　インターネットによる配布請求

公益財団法人建築技術教育普及センターのホーム

ページ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必

要な事項を入力して申し込むこと。

(ｂ)　ファクシミリによる配布請求

公益財団法人建築技術教育普及センター　受験申

込書配布係（ファクシミリ番号042－628－3550）

に、送付先の住所、氏名及び電話番号を明記して申

し込むこと。

ｂ　配布請求の受付期間及び受付時間

(ａ)　受付期間

平成26年 3月 3日（月）から同月20日（木）まで

(ｂ)　受付時間

受付を開始する日の午前10時から受付を終了する

日の午後 5時まで

(イ)　直接配布による配布

ａ　配布期間

平成26年 3月10日（月）から同年 4月14日（月）ま

で

ｂ　配布場所

高知市本町四丁目 2－15　高知県建設会館 3階　社

団法人高知県建築士会

イ　受験申込み

(ア)　郵送による受験申込み

郵送による受験申込みについては、平成25年以前に二

級建築士試験の受験をしたことがある者のうち、当該平

成25年以前の受験に係る二級建築士試験の受験票若しく

は合否の通知書が貼付されている者又は離島等で直接申

込みができない等やむを得ない事情がある場合で勤務先

の証明書若しくは住民票が添付されている者に限り行う

ことができる。

ａ　受験申込みの受付期間

平成26年 3月17日（月）から同月31日までとし、

受付を終了する日の消印のあるものまで受け付け

る。

ｂ　受験申込書の送付先

東京都中央区京橋二丁目14－ 1　公益財団法人建

築技術教育普及センター本部

ｃ　受験申込書の送付方法

簡易書留で郵送すること。

(イ)　直接提出による受験申込み

ａ　受験申込みの受付期間及び受付時間

平成26年 4月10日（木）から同月14日までの午前10

時から午後 5時まで

ｂ　受験申込書の提出先

高知市本町四丁目 2－15　高知県建設会館 3階　社

団法人高知県建築士会

3　試験の日時及び場所

( 1 )　試験の日時

ア　学科の試験

平成26年 7月 6日（日）午前10時から午後 5時10分まで

イ　設計製図の試験

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

41

260

平成26年 3月 1

日

平成26年 3月 1

日

南国市物部字新開乙200番

2 から

南国市物部字新開乙201番

7まで

南国市物部字新開乙201番

7から

南国市久枝字開田乙647番

1地先まで

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　高知空港インター

3　道路の区域
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平成26年 9 月14日（日）午前11時から午後 4時まで

( 2 )　試験の場所

高知市桟橋通二丁目11－ 6　高知県立高知工業高等学校

4　受験手数料

16,900円

5　合格者の発表及び合否の通知

( 1 )　合格者の発表日

ア　学科の試験

平成26年 8月26日（火）（予定）

イ　設計製図の試験

平成26年12月 4日（木）（予定）

( 2 )　合否の通知

学科の試験及び設計製図の試験の受験者には、それぞれ合

否の判定結果を通知し、それぞれの試験の不合格者には、試

験の成績を併せて通知する。

6　その他

( 1 )　設計製図の試験の課題は、平成26年 6月11日（水）（予

定）から公益財団法人建築技術教育普及センター各支部及び

社団法人高知県建築士会の事務所に掲示するほか、公益財団

法 人 建 築 技 術 教 育 普 及 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.jaeic.or.jp/）に掲載するとともに、学科の

試験の場所においても掲示する。

( 2 )　受験に際し、身体に障害があるため特に何らかの措置を

希望する者は、あらかじめ受験申込み時にその旨を申し出る

こと。

建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定により、平成

26年木造建築士試験を次のとおり行う。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第15条の 6第 1項の規

定に基づき、高知県指定試験機関である公益財団法人建築技術教

育普及センターに行わせる。

平成26年 2 月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　受験資格

受験資格を有する者は、平成26年 7月26日において建築士法

第15条各号のいずれかに該当する者とする。

2　受験の申込み手続等

( 1 )　インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成16年以

降に木造建築士試験の受験申込みをした者のうち、試験の申

込みに必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をし

ている者に限り行うことができる。

ア　受験申込みの受付期間及び受付時間

(ア)　受付期間

平成26年 3月24日（月）から同月31日（月）まで

(イ)　受付時間

受付を開始する日の午前10時から受付を終了する日

の午後 4時まで

イ　受験申込みの方法

公益財団法人建築技術教育普及センターのホームペー

ジ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項

を入力して申し込むこと。

( 2 )　受験申込書による受験申込み

ア　受験申込書の配布

(ア)　郵送による配布

ａ　配布請求の方法

(ａ)　インターネットによる配布請求

公益財団法人建築技術教育普及センターのホーム

ページ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必

要な事項を入力して申し込むこと。

(ｂ)　ファクシミリによる配布請求

公益財団法人建築技術教育普及センター　受験申

込書配布係（ファクシミリ番号042－628－3550）

に、送付先の住所、氏名及び電話番号を明記して申

し込むこと。

ｂ　配布請求の受付期間及び受付時間

(ａ)　受付期間

平成26年 3月 3日（月）から同月20日（木）まで

(ｂ)　受付時間

受付を開始する日の午前10時から受付を終了する

日の午後 5時まで

(イ)　直接配布による配布

ａ　配布期間

平成26年 3月10日（月）から同年 4月14日（月）ま

で

ｂ　配布場所

高知市本町四丁目 2－15　高知県建設会館 3階　社

団法人高知県建築士会

イ　受験申込み

(ア)　郵送による受験申込み

郵送による受験申込みについては、平成25年以前に木

造建築士試験の受験をしたことがある者のうち、当該平

成25年以前の受験に係る木造建築士試験の受験票若しく

は合否の通知書が貼付されている者又は離島等で直接申

込みができない等やむを得ない事情がある場合で勤務先

の証明書若しくは住民票が添付されている者に限り行う

ことができる。

ａ　受験申込みの受付期間

平成26年 3月17日（月）から同月31日までとし、

受付を終了する日の消印のあるものまで受け付け

る。

ｂ　受験申込書の送付先

東京都中央区京橋二丁目14－ 1　公益財団法人建

築技術教育普及センター本部

ｃ　受験申込書の送付方法

簡易書留で郵送すること。

(イ)　直接提出による受験申込み

ａ　受験申込みの受付期間及び受付時間

平成26年 4月10日（木）から同月14日までの午前10

時から午後 5時まで

ｂ　受験申込書の提出先

高知市本町四丁目 2－15　高知県建設会館 3階　社

団法人高知県建築士会

3　試験の日時及び場所

( 1 )　試験の日時

ア　学科の試験

平成26年 7月27日（日）午前10時から午後 5時10分まで

イ　設計製図の試験

平成26年10月12日（日）午前11時から午後 4時まで

( 2 )　試験の場所

ア　学科の試験

高知市桟橋通二丁目11－ 6　高知県立高知工業高等学校

イ　設計製図の試験

高知市本町四丁目 2－15　高知県建設会館　 4階ホール

4　受験手数料

16,900円

5　合格者の発表及び合否の通知

( 1 )　合格者の発表日

ア　学科の試験

平成26年 9 月 9 日（火）（予定）

イ　設計製図の試験

平成26年12月 4日（木）（予定）

( 2 )　合否の通知

学科の試験及び設計製図の試験の受験者には、それぞれ合

否の判定結果を通知し、それぞれの試験の不合格者には、試

験の成績を併せて通知する。

6　その他

( 1 )　設計製図の試験の課題は、平成26年 6月11日（水）（予

定）から公益財団法人建築技術教育普及センター各支部及び

社団法人高知県建築士会の事務所に掲示するほか、公益財団

法 人 建 築 技 術 教 育 普 及 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.jaeic.or.jp/）に掲載するとともに、学科の

試験の場所においても掲示する。

( 2 )　受験に際し、身体に障害があるため特に何らかの措置を
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希望する者は、あらかじめ受験申込み時にその旨を申し出る

こと。
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